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資料１



契約自動レビューシステムの技術的特徴

● 自然言語処理技術（ディープラーニングを含む機械学習、ルールベースアプローチ、
検索技術等）を契約領域に応用

● 例えば、機械学習やディープラーニングの技術的応用例として、予め必要な言語条件
を設定し、契約書の「条・項・号」という単位を機械学習を用いて識別する、契約書

のある特定の条項（例：損害賠償条項）を分類する／ラベルを付す、自然言語処理技

術が挙げられる。

● このように、契約自動レビューシステムに関して現時点で既に実用化されている技術
は、あくまでも、事前に設定又は学習された言語情報と対象文書中の言語情報の言語

的類似性を踏まえて識別・分類等を行うものに過ぎない。

※ 誤解を招きやすい点として、「大量の契約書データを機械学習にかければ、ソフト

ウェアが勝手に賢くなり、勝手に正確に契約書をレビューしてくれるようになる」との

誤解があるが、現時点ではそのような技術は実用化されていないと認識している。
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契約自動レビューシステムの技術的特徴
● 協会加盟各社を例にとると具体的には以下のような手法を採用していることが多い

● 弁護士の監修のもと、ソフトウェア上で表示する一般的な注意喚起文・解説・参考条文例等から構

成されるチェックリストや契約類型の分類等を予め作成しておく（以下「表示情報」）。表示情報

は、一般的な状況に基づく一般的な解説（例えば、「秘密保持契約では一般的に「秘密情報」を定

義することが望ましいとされている」等）。

● そのうえで、レビュー対象の契約書にどのような文字情報が含まれている場合に、いずれの表示情

報を表示させるかを決定するために必要な言語情報の条件（以下「言語条件」）を予めソフトウェ

アに記憶させておく。言語条件の設定に当たっては、機械学習ベースの手法やルールベースの手法

等様々な自然言語処理技術が活用されるが、いずれも言語的な類似性に着目する点で共通する。

● ユーザーが契約書データをソフトウェアにアップロードすると、ソフトウェアは対象契約書の言語

情報を解析し、言語条件を充足した場合に、自動的・機械的に、予め用意されている一般的な表示

情報を表示する。

● 協会加盟各社は、ソフトウェア上で表示する表示情報の設計にあたっては、個別具体的な状況に基

づく契約書の法的意味に関する断定的な結論の表明ではないこと、つまり、一般論を参考情報とし

て提示しているに過ぎないことが理解できるような説明方法とすることとしている。
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契約自動レビューシステムの特徴

実際の製品デモンストレーションをご覧ください。
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システムを通じた法情報の提供と「鑑定」該当性

● システムを通じた法情報の提供が弁護士法72条の「鑑定」に該当するか否かについて

確固たる判例や学説は存在しない（2019年の松尾剛行「リーガルテックと弁護士法

に関する考察」情報ネットワーク・ローレビュー18巻の公刊後、一定の議論はされた

ものの、まだ十分な数の論稿が出そろったとは言えない）

● しかし、実際には、契約自動レビューシステムを含め、個別の案件に関して法情報を

提供するシステムはその有用性から幅広く利用されている

● ここで、少なくとも契約自動レビューシステムに関する限り、その仕組みは「人間の

弁護士の行うレビュー」とは構造が根本的に異なっていることに留意すべきである

● このような状況も踏まえ、システムを通じた法情報提供と「鑑定」その他の弁護士法

の解釈に関して議論がなされることは、社会的必要性及びテクノロジーの発展の両面

から望ましいことだと考える
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協会の取組
弁護士法以前の社会受容性の問題として、ユーザである法務部門や弁護士にとってそして社会にとって利

益になるリーガルテックであることがまず必要である。

その前提の下で、弁護士法72条については、複数のこの分野の専門家の意見を聞いた上で①事件性の排除、

及び、②鑑定その他法律事務該当性の排除に向けた要件を加盟各社が遵守する。加えて、③質の担保に向

けた要件も加盟各社が遵守する。

これにより、少なくとも契約レビューテクノロジーの分野において、適法なサービスが担保され、ユーザ

が安心してサービスを活用できる状態を目指す。これにより、我が国全体の法務機能の強化と司法アクセ

スの改善に貢献し、ひいては広く国民の利益、幸福の実現に貢献してゆきたい。

（今後も新規加盟申請があれば、社員総会で審査の上入会を認めていく）。

6



Appendix



企業法務の課題と解決策としての契約自動レビューシステム
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企業法務機能強化の必要性とリソース確保の課題

● ビジネスのグローバル化、IT技術をはじめとするイノベーションの進展やレピュ
テーションリスクの増大等によって、企業のリーガルリスクはこれまで以上に複
雑化・多様化している。

● こうした状況下において、外国企業との競争に勝っていくためには、経営にリー
ガルの視点が不可欠となっており、リーガルリスクの対応において法務部門が果
たす役割が重要となる。

● 内外において、ダイナミックなレギュレーションの議論・変化が進んでいる中で
は、ルールの捉え方や視点を変えることで新しい市場獲得につなげるなど、リー
ガルリスクを「チャンス」に変えていく戦略的な法務機能の実装が求められる。

● 他方、企業法務機能の強化にあたっては、リソース確保が課題として認識されて
いる。

出典：経産省「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会」
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/homu_kino/pdf/005_s01_00.pdf
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企業法務の課題

契約関連

コンプライアンス

社内規程・ルール

法律・訴訟相談

コーポレートガバナンス、内部統制

内部監査

知的財産権

個人情報保護

リスクマネジメント

株式・株主対応

時事に関連した情報収集

M＆A

その他

41.0%

出典：LegalForce実施「企業法務の実態調査（2022年6月実施）」https://legalforce-corp.com/wp-content/uploads/2022/07/legalissues.pdf

法務業務で最もかかっている業務は「契約関連」

法務業務で最も時間がかかっている業務を教えてください（法務部と法務業務に携わったことのある500名※複数回答）

11.6%

11.4%

9.4%

5.2%

4.6%

4.0%

3.8%

3.2%

3.0%

（205名）

（58名）

（57名）

（47名）

（26名）

（23名）

（20名）

（19名）

（16名）

（15名）

1.2%（6名）

0.2%（1名）

1.4％（7名）
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企業法務の課題

依頼・受付

作成・審査

締結

管理

その他

時間がかかる業務はない

41.0%

出典：LegalForce実施「企業法務の実態調査（2022年6月実施）」https://legalforce-corp.com/wp-content/uploads/2022/07/legalissues.pdf

「契約関連」業務において、「契約書の作成・審査」や「契約書の管理」に多くの時間を割いている

契約関連業務で一番時間がかかる業務を教えてください（法務部と法務業務に携わったことのある500名※複数回答）

21.8%

3.4%

（248名）

（84名）

2.1%（8名）

（30名）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

（13名）

0.8%（3名）

7.8%



契約自動レビューシステムの利活用によるリソース確保

出典：経産省「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会」
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/homu_kino/pdf/005_s01_00.pdf

令和元年に経済産業省から公表された
国際競争力強化に向けた日本企業の法
務機能の在り方研究会報告書において
も、リーガルテックを活用した契約業
務の効率化やリソース確保が推進され
ている。
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契約自動レビューシステムの利活用によるリソース確保

出典：商事法務「会社法務部〔第12次〕実態調査の分析報告」（2022年3月）

経営法友会が、約5000社に
対して発送し、1200社から
回答を得た、第12次会社法

務部実態調査においても、
「契約書の作成や審査など
にAI技術を活用したサービ

スを導入している」が
12.1％となっており、法務
業務のIT化を支えている。
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契約関連業務におけるリーガルテックの導入割合

出典：LegalForce実施「企業法務の実態調査（2022年6月実施）」
https://legalforce-corp.com/wp-content/uploads/2022/07/legalissues.pdf
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リーガルテック導入による契約関連業務の課題解決

出典：LegalForce実施「企業法務の実態調査（2022年6月実施）」
https://legalforce-corp.com/wp-content/uploads/2022/07/legalissues.pdf
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スタートアップ・地方の中小企業の法務格差の是正機能も

出典：https://legalforce-cloud.com/usecase
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スタートアップ・地方の中小企業の法務格差の是正機能も

出典：https://legalforce-cloud.com/usecase
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スタートアップ・地方の中小企業の法務格差の是正機能も

出典：https://legalforce-cloud.com/usecase
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弁護士の生産性向上による地方の中小企業の司法アクセス向上

出典：https://legalforce-cloud.com/usecase
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契約レビュー・管理領域のスタートアップ市場動向
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契約レビュー・管理領域のスタートアップ
Company Highlights Funding USD Revenue* / clients

LegalForce (Japan) 契約レビューソフトウェア・契約管理システム 130M 3000社

Lisse(Japan) 契約レビューソフトウェア 6M 数百社

GVATECH(Japan) 契約レビューソフトウェア 8M 400社

MNTSQ(Japan) コントラクトライフサイクルマネジメントシステム
（CLM）

9M 数百社

LegalSifter (US) 契約レビューソフトウェア 6.2M Horty Springer, MSA

LexCheck (US) 契約レビューサービス 8M NetApp, Kosh industries,   

Sumitomo, Panasonic

BlackBoiler (US) 契約レビューソフトウェア 5.4M

LawGeex (Israel) 契約レビューソフトウェア・サービス 41.5M Ebay, hp, Pepsi

Luminance (UK) 契約レビューソフトウェア 23M Pwc, TESCO

Kira (US) 契約レビューソフトウェア 51M Top law firms, Deloitte, AAIS

IronClad (US) CLM・契約レビューソフトウェア 334M $16M (2020)

ContractPodAi (UK) CLM 170M $16M (2021)

Icertis (US) CLM 371M $140M (2020) Fortune 500

出展: Forrester, company material https://startup-db.com/companies/QnbKG12ULVyp39D2 21



弁護士法72条に関する課題
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弁護士法72条の構造上の課題

● 弁護士法(昭和24年法法律第205号) 制定時にはリーガルテックは存在しておら

ず、弁護士法72条の文言をどのようにリーガルテックに適用するかに関して

は、判例の蓄積及び学説上の議論とも不足しており、確固たる解釈が存在し

ていない

● その結果、契約自動レビューシステムを含むリーガルテックの適法性の判断

基準が不明確であるという状況が生じているところ、これではリーガルテッ

クの活用による法務のDX、法務業務の効率化、高付加価値化等に萎縮効果を

与えかねない
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契約書自動レビューに関する弁護士法の解釈の不明確さゆえの弊害

【協会加盟各社には顧客から以下のような声が寄せられている】

● 本当は貴社のサービスを導入したいにもかかわらず、適法性が確実になるま

で導入ができないので大変残念である

● 貴社のサービスが適法であると証明して欲しい

● 貴社のサービスのユーザーである弁護士だが、もし貴社が弁護士法72条に違

反する非弁業者だとすると弁護士職務基本規程に違反するリスクがあるので

はないか
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契約書自動レビューに関するグレーゾーン制度を用いた照会の副次効果について

● グレーゾーン解消制度は、照会を行う事業者の新規事業に対する個別具体的な判断を

公表するものであって、ビジネスモデル一般に関する判断はなされない。

● しかし、実際には、「法務省が、照会のあったサービスに留まらず自動レビューサー

ビス一般を違法であると判断した」かのような一部報道が行われ、既存事業者への影

響が生じた（副次効果）。

● 現行制度上、既存事業者は他社のグレーゾーン解消制度を用いた照会内容や主務官庁

とのやり取りに関わる機会はない。

● 上記の副次効果を踏まえれば、今後グレーゾーン解消制度において先行して類似事業

を行う事業者の有無を確認し、既存事業者の事業に悪影響が及び得る場合には、既存

事業者から意見を聞いたり、既存事業者が意見を提出することができるような形で既

存事業者の手続き保障という側面にも配慮するのはいかがだろうか。
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契約自動レビューシステムの適法性を明確化する必要性

● 以上より、弁護士法72条との関係において、契約自動レビューシステムの適

法性を明確化する必要性が高い
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弁護士法72条に関する協会の取組
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協会の取組
弁護士法以前の社会受容性の問題として、ユーザである法務部門や弁護士にとってそして社会にとって利

益になるリーガルテックであることがまず必要である。

その前提の下で、弁護士法72条については、複数のこの分野の専門家の意見を聞いた上で①事件性の排除、

及び、②鑑定その他法律事務該当性の排除に向けた要件を加盟各社が遵守する。加えて、③質の担保に向

けた要件も加盟各社が遵守する。

これにより、少なくとも契約レビューテクノロジーの分野において、適法なサービスが担保され、ユーザ

が安心してサービスを活用できる状態を目指す。これにより、我が国全体の法務機能の強化と司法アクセ

スの改善に貢献し、ひいては広く国民の利益、幸福の実現に貢献してゆきたい。

（今後も新規加盟申請があれば、社員総会で審査の上入会を認めていく）。
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協会の取組

１ 自動レビュー機能が対象とする契約に関する原則（事件性の排除の原則）

２ 鑑定その他の法律事務該当性の排除の原則

３ 弁護士の監修に関する原則

自動レビュー機能に関する限り、これら３つを「且つ」で並べて協会加盟事業者が遵守する（例え

ば、事件性のない契約のみをレビュー対象とするのであれば鑑定をやっても良いということではな

い。）。
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協会の取組

①弁護士法72条本文に規定する「その他一般の法律事件」に該当するというためには、同条本文に列挙されてい

る訴訟事件その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するものであ

るとする法務省見解を前提とする。

②自動レビュー機能が利用される対象として、「法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有する」契約

類型を対象にすると「その他一般の法律事件」に該当すると判断される可能性があることから、上記に該当しな

い契約類型のみをレビューの対象とする。

１ 自動レビュー機能が対象とする契約に関する原則（事件性の排除の原則）
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協会の取組

加えて、自動レビュー機能における情報の提供が、「法律上の専門知識に基づいて法律的見解を述

べるもの、又は法律上の効果を発生・変更・保全・明確化するもの」であってはならない。

例えば、システム上で情報を表示するにあたっては、断定的な表現を用いない、あるいは「参考情

報」「解説」「参考条文例」「類似候補」等と明記することにより、個別具体的な状況に基づく契

約書の法的意味に関する断定的な結論の表明ではないこと、つまり、一般論を参考情報として提示

しているに過ぎないことが理解できるような説明方法とする。

２ 鑑定その他の法律事務該当性の排除の原則
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協会の取組

自動レビュー機能のチェックリストは、各契約類型につき一般的な注意事項をまとめたものである

が、当該チェックリストを作成するにあたり、必ず弁護士が監修を行うことで、質を担保し、内容

がユーザにとって、ひいては社会全体にとって有益なものとする。

３ 弁護士の監修に関する原則
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